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Ⅰ 事前準備 

１．ｅ－ＴＡＸグループ通算での確認 

(1) 法人税の「受信通知」の確認(印刷) 

e-Taxソフトで追加送信する際は、メッセージボックスに格納の「受信通知」（ｅ－ＴＡＸグルー

プ通算で電子申告した法人税（通算）の「受信通知」）の「追加送信」ボタンから送信します。ま

た、e-Taxソフトで「受信通知」を選択する際は、「受付番号」を参考に選択します。そのため、「受

付番号」を確認できる法人税（通算）の「受信通知」を準備（印刷）します。 

法人税（通算）の「受信通知」は、メニュー「903.国税・地方税の電子申告」－「電子申告」タ

ブ－「５．受信通知／受付通知の確認・送付書印刷」で確認（印刷）できます。 

 

（メニュー「903.国税・地方税の電子申告」「５．受信通知／受付通知の確認・送付書印刷」画面） 
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(2) 法人名等の基本情報の切り出し 

e-Taxソフトで追加送信するデータを作成する際、法人納税者の法人名等の情報を入力します。 

また、e-Taxソフトでは、当該法人名等の情報をＣＳＶで読み込むことができます。これを踏まえ、

ｅ－ＴＡＸグループ通算では、e-Taxソフトで読込可能な基本情報（法人名等）を切り出す機能を搭

載しています。 

ｅ－ＴＡＸグループ通算の業務プロセス「7 法人税と地方税の全体計算と申告書等の印刷」の画

面右側［｢基本情報(法人名等)｣切出］ボタンで、切り出します。 

 

（ｅ－ＴＡＸグループ通算 業務プロセス「7 法人税と地方税の全体計算と申告書等の印刷」） 
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(3) 法人納税者及び税理士(税理士法人)の「利用者識別番号」の確認(メモ)  

①法人納税者の利用者識別番号の確認(メモ) 

   e-Taxソフトで追加送信する場合、e-Taxソフトに法人納税者の「利用者ファイル」を作成しま

す（税理士(税理士法人)が追加送信する場合も法人納税者の「利用者ファイル」を作成します）。 

   また、法人納税者の「利用者ファイル」を作成するには、法人納税者の「利用者識別番号」が

必要です。そのため、法人納税者の「利用者識別番号」を確認（メモ）します。 

  法人納税者の「利用者識別番号」は、ｅ－ＴＡＸグループ通算のメニュー「201.電子申告基本

情報の登録」－「電子申告」タブ－「２．国税の利用者識別番号等」－「利用者識別番号」欄で、

確認できます。 

 

（ｅ－ＴＡＸグループ通算 メニュー「201.電子申告基本情報の登録」－「電子申告」タブ） 
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②税理士(税理士法人)の利用者識別番号の確認(メモ) 

  ※法人納税者自身が法人税の電子申告した場合は、この作業は不要です。 

1)税理士法人が申告書を代理送信した後、税理士法人がe-Taxソフトで追加送信する場合、申告書

作成に係る税理士と税理士法人の利用者識別番号が必要です。また、開業税理士又は所属税理

士が代理送信した場合は、開業税理士又は所属税理士の利用者識別番号が必要です。 

2)代理送信した税理士等の利用者識別番号は、ｅ－ＴＡＸグループ通算のメニュー「204.税理士

基本情報の登録」－「税理士(法人)の電子申告基本情報」タブで、確認できます。 

 

   a.税理士法人が代理送信している場合 

     税理士と税理士法人の「利用者識別番号」をそれぞれ確認（メモ）します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    b.開業税理士又は所属税理士が代理送信している場合 

       税理士の「利用者識別番号」欄を確認（メモ）します。 

    ※開業税理士又は所属税理士が代理送信している場合、税理士法人の利用者識別番号は入力

されていません（入力不可です）。 
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２．e-Taxソフトのインストール・起動 

(1) e-Taxソフトのインストール 

 ①令和５年度の申告に係る追加送信をする場合 

  令和５年度の申告（令和６年３月以前に電子申告済みで、令和６年４月以降に追加送信する場合）

では、e-Tax ソフトを最新バージョンに更新していると、追加送信できません。 

  そのため、「令和６年１月時点版の e-Tax ソフトをインストールする手順」（オンラインＱ＆Ａ

(整理番号：0103132)に掲載）を参照し、e-Tax ソフトをインストールしてください。 

 ②上記①以外の場合 

  e-Taxホームページの案内に従い、最新のe-Taxソフトをインストールしてください。 

  (https://www.e-tax.nta.go.jp/download/e-taxSoftDownLoad.htm) 

 

(2) e-Taxソフトの起動 

ディスクトップのe-Taxソフトアイコンをクリックしてe-Taxソフトを起動します。 

  

  ※スタートメニューから起動する場合は、「すべてのアプリ」－「e-Taxソフト」－「e-Taxソフト」

を選択します。 

 

（注）令和５年度の申告（令和６年３月以前に電子申告済みで、令和６年４月以降に追加送信する場

合）では、以下のとおり、バージョンアップせずに起動してください。 

   

   

 

  

https://www.e-tax.nta.go.jp/download/e-taxSoftDownLoad.htm
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(3) 法人納税者の「利用者情報」の登録・選択 

  e-Tax ソフトを利用開始済み（「利用者ファイル」を作成済み）か否かによって、e-Tax ソフト起

動後の画面が異なります。 

 

【 e-Taxソフトを利用開始済み場合(「利用者ファイル」を作成済みの場合) 】 

 

①e-Taxソフトを利用開始している場合

(「利用者ファイル」を作成済みの場合)

は、左記の画面が表示されます。 

 

利用する「利用者ファイル」を選択

し、［OK］ボタンをクリックします。

e-Taxソフトのメニュー画面が表示さ

れます。 

 

【 e-Taxソフトを初めて利用する場合(「利用者ファイル」を未作成の場合) 】 

 

①e-Taxソフトをそのパソコンで初めて利

用する場合(「利用者ファイル」を未作

成の場合)は、左記の画面が表示されま

す。 

 

「利用者ファイル」を作成します。 

「マイナンバーカードを利用しない」

を選択し、［次へ (N)］ボタンをクリ

ックします。 

 

②左記の画面が表示されます。 

法人納税者の利用者識別番号及び法人

名を入力し、［保存］ボタンをクリッ

クします。 

※法人納税者の利用者識別番号は、 

上記１(3)①で確認（メモ）した利用者

識別番号です。（ｅ－ＴＡＸグループ

通算のメニュー「201.電子申告基本情

報の登録」－「電子申告」タブ－

「２．国税の利用者識別番号等」－

「利用者識別番号」欄） 

 

 ③e-Taxソフトのメニュー画面が表示さ

れます。 
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Ⅱ ｅ－Ｔａｘソフトでの追加送信 

１．各通算法人が自社で追加送信する場合 

(1) 別表等(財務諸表及び勘定科目内訳明細書を除く)の追加送信 

 ①追加送信データを作成 

 

 

 

a.「作成」－「申告・申請等」を選択し

ます。 

 

（拡大） 
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b.画面右に一覧が表示されます。 

画面下の［新規作成］ボタンをクリッ

クします。 

 

c.「申告・申請等の作成」画面が表示さ

れます。下記を参考に選択します。 

行 項目 選択内容 

１ 手続の種類 申告(S) 

２ 税目 法人税・地方法人税（通

算） 

３ 年分 該当年分(例：令和５年

４月１日以後終了事業年

度分)を選択してくださ

い。 

   

 選択後、［次へ(N)］ボタンをクリック

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



- 9 - 

  

 

  

d.作成する帳票の選択画面が表示されま

す。 

 

「電子申告データの追加送信（法人税

(通算)）」の手続を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

追加送信の必須帳表である「電子申告

データ追加送信表」と、追加送信する

別表等を選択 (作成する帳票名の先頭

の□をチェック)します。 

 

 

f.選択後、［次へ(N)］ボタンをクリック

します。 

 

 

g.左記の画面が表示されます。 

申告・申請等名欄に、適宜名称を入力

し、［OK］ボタンをクリックします。 

 

（拡大） 
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h.左記の画面が表示されます。 

追加送信する別表等のデータを作成す

るにあたり、必要な項目を入力しま

す。 

 

※上記Ⅰ１(2)で、ｅ－ＴＡＸグループ

通算から切り出した法人名等のデー

タを、 e-Taxソフトの［基本情報イ

ンポート］ボタンで読み込めます。 

 

 

i.送信する帳票が一覧表示されます。 

 

必須帳表である「電子申告データ追加

送信表」をダブルクリックし、「電子

申告データ追加送信表」を作成しま

す。 
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（↓画面を下にスクロールした画面） 

 

j.電子申告データ追加送信表の入力画面

が表示されます。必要事項を選択・入

力します。 

 

基本情報の入力画面で入力された内容

が連携して表示されます。以下の内容

を入力します。 

・「提出法人」欄 

・「追加送信別表等名」欄 

 

※提出法人の選択肢に「通算法人」が

ない場合は、通算法人であっても単

体法人を選択します。（バージョン

によっては単体法人か連結法人の選

択肢しかありません。） 

 

※当初送信データの受付年月日、受付

番号の入力は省略できます。 

 

 

k.入力後、［作成完了(Z)］ボタンをクリ

ックします。 

 

 

l.追加送信する帳票一覧に戻ります。 

 

m.続いて、追加送信する別表等を作成し

ます。追加送信する別表等を作成後

は、「電子申告データ追加送信表」と

同様に［作成完了(Z)］をクリックしま

す。 

 

 追加送信する別表等が複数ある場合

は、追加送信するすべての別表等を作

成します。 
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n.追加送信するすべての別表等を作成

後、［申告・申請等一覧(R)］ボタンを

クリックし、追加送信データの作成を

終了します。 
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②電子署名 

  法人納税者が追加送信する場合、代表者又は受任者が電子署名します。 

 

 

 

 

a.e-Taxソフト「署名可能一覧へ」－「電子

署名」を選択します。 

 

 

b.画面右に電子署名可能な申告・申請等が

一覧表示されます。 

作成した追加送信データを選択後、［署

名(G)］ボタンをクリックします。 

 

 

※電子申告データ追加送信表の受付番号欄

に入力していないため、左記のメッセー

ジが表示されます。 

  

 国税e-Taxソフト仕様では、当初送信デー

タの受付番号は省略可能です。 

 ［OK］ボタンをクリックします。 

（拡大） 
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※続いて、左記のメッセージが表示されま

す。［OK］ボタンをクリックします。 

 

c.「電子署名（１／３：メディア選択）」

画面が表示されます。 

 

電子証明書が格納されているメディアを

選択し、［次へ］ボタンをクリックしま

す。以降は画面の指示にしたがって電子

署名します。 
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③追加送信対象の法人税の「受信通知」の選択 

    e-Taxソフトで追加送信する場合、法人税の「受信通知」内にある［追加送信］ボタンから追

加送信します。また、法人税の「受信通知」は国税受付システムのメッセージボックスに格納

されています。 

    そのため、以下の手順で、法人納税者のメッセージボックスに格納されている法人税の「受

信通知」を選択します。 

 

 

 

 

 

a.「メッセージボックス」－「メッセージ

ボックス」を選択します。 

 

 

 

※左記のメッセージが表示された場合、

［OK］ボタンをクリックします。 

（拡大） 
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b.国税受付システムへのログイン画面が表

示されます。 

 

「利用者識別番号と暗証番号によるログ

イン」を選択後、法人納税者の利用者識

別番号と暗証番号を入力し、［OK］ボタ

ンをクリックします。 

 

c.法人納税者のメッセージボックスに格納

さている受信通知等の一覧が表示されま

す。 

 

事前に用意（印刷）した法人税の「受信

通知」に記載れている「受付番号」をも

とに、法人税の「受信通知」を選択（ダ

ブルリック）します。 
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④追加送信と「即時通知」及び「受信通知」の確認 

 

 

 

a.受信通知が表示されます。 

 

※事前に用意（印刷）した法人税の「受

信通知」に記載れている「受付番号」

と同じ「受付番号」が表示されている

ことを確認します。 

 

 

確認後、［追加送信(Y)］ボタンをクリ

ックします。 

 

b.追加送信可能なデータの一覧が表示され

ます。先に作成した別表等の追加送信デ

ータを選択し、［OK］ボタンをクリック

します。 

 

画面の案内に従って追加送信データを送

信します。 

 

c.追加送信の「即時通知」が表示されま

す。エラーのないことを確認後、「即時

通知」を印刷します。 

 

※「即時通知」は、後から印刷すること

はできませんので、ここで印刷しま

す。 

 

d.印刷後、［受信通知表示］ボタンをクリ

ックします。 

 

（拡大） 
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e.追加送信の「受信通知」が表示されま

す。 

「送信されたデータを受け付けました」

と表示されていることを確認します。 

 

 

   以上で、追加送信は完了です。 

なお、上記手順で追加送信後、ｅ－ＴＡＸグループ通算で法人税申告書を電子申告した場合は、

必要に応じて、再度、追加送信してください。 

 

  

（拡大） 
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(2) 財務諸表や勘定科目内訳明細書の追加送信 

 ①追加送信する財務諸表や勘定科目内訳明細書の作成 

    追加送信する財務諸表や勘定科目内訳明細書を作成します。 

財務諸表や勘定科目内訳明細書は、e-Taxソフトに帳表イメージで入力して作成することも

できますが、この手順書では、国税庁指定のＣＳＶファイルで作成した財務諸表や勘定科目内

訳明細書を、e-Taxソフトに読み込んで作成する手順をご説明します。 

 

   a.財務諸表を国税庁指定のＣＳＶファイルで作成 

        e-Taxホームページ「財務諸表のＣＳＶ形式データの作成方法」をご確認ください。 

(https://www.e-tax.nta.go.jp/hojin/gimuka/csv_jyoho4.htm) 

 

    ※販売費及び一般管理費の明細を提出する場合は、e-Taxホームページ「販売費及び一般管理

費の明細をＣＳＶ形式により提出する場合、どのように提出すればよいでしょうか。」を

ご確認ください。 

     (https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/qa_datazyuunanka/13.htm) 

 

   b.勘定科目内訳明細書を国税庁指定のＣＳＶファイルで作成 

        e-Taxホームページ「勘定科目内訳明細書及び法人税申告書別表等(明細記載を要する部分)

のCSV形式データの作成方法」をご確認ください。 

(https://www.e-tax.nta.go.jp/hojin/gimuka/csv_jyoho2.htm) 

 

  

https://www.e-tax.nta.go.jp/hojin/gimuka/csv_jyoho4.htm
https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/qa_datazyuunanka/13.htm
https://www.e-tax.nta.go.jp/hojin/gimuka/csv_jyoho2.htm
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②追加送信データを作成 

 

 

 

a.「作成」－「申告・申請等」を選択しま

す。 

 

 

b.画面右に一覧が表示されます。 

画面下の［新規作成］ボタンをクリック

します。 

（拡大） 
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c.「申告・申請等の作成」画面が表示され

ます。下記を参考に選択します。 

行 項目 選択内容 

１ 手続の種類 申告(S) 

２ 税目 法人税・地方法人税（通

算） 

３ 年分 該当年分(例：令和５年

４月１日以後終了事業年

度分)を選択してくださ

い。 

   

 選択後、［次へ(N)］ボタンをクリックし

ます。 

 

  

 

  

d.作成する帳票の選択画面が表示されま

す。 

 

「電子申告データの追加送信（法人税(通

算)）」の手続を選択します。 

 

f.選択後、［次へ(N)］ボタンをクリックし

ます。 

（拡大） 
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g.左記の画面が表示されます。 

申告・申請等名欄に、適宜名称を入力

し、［OK］ボタンをクリックします。 

 

 

h.左記の画面が表示されます。 

追加送信する財務諸表や勘定科目内訳明

細書のデータを作成するにあたり、必要

な項目を入力します。 

 

※上記Ⅰ１(2)で、ｅ－ＴＡＸグループ通

算から切り出した法人名等のデータ

を、e-Taxソフトの［基本情報インポー

ト］ボタンで読み込めます。 

 

 

i.送信する帳票が一覧表示されます。 

 

必須帳表である「電子申告データ追加送

信表」をダブルクリックし、「電子申告

データ追加送信表」を作成します。 
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（↓画面を下にスクロールした画面） 

 

j.電子申告データ追加送信表の入力画面が

表示されます。必要事項を選択・入力し

ます。 

 

基本情報の入力画面で入力された内容が

連携して表示されます。以下の内容を入

力します。 

・「提出法人」欄 

・「追加送信別表等名」欄 

 

 ※提出法人の選択肢に「通算法人」がな

い場合は、通算法人であっても単体法

人を選択します。（バージョンによっ

ては単体法人か連結法人の選択肢しか

ありません。） 

 

※当初送信データの受付年月日、受付番

号の入力は省略できます。 

 

 

k.入力後、［作成完了(Z)］ボタンをクリッ

クします。 

 

 

l.追加送信する帳票一覧に戻ります。 

 

m.続いて、国税庁指定のＣＳＶファイルで

作成した財務諸表や勘定科目内訳明細書

を読み込みます。 

 

  ［財務諸表等の組み込み(X)］ボタンをク

リックします。 
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n.左記の画面が表示されます。 

 下記を選択し、［OK］ボタンをクリックし

ます。 

 

i) 財務諸表を読み込む場合 

 「財務諸表(CSVファイル)(HOT010(Ver3.0))」 

（他の財務諸表のファイル（例：XBRL2.0や

HOT010(Ver2.0)）を作成されている場合は、

そのファイルを読み込みます。） 

 

ii)勘定科目内訳明細書をを読み込む場合 

「勘定科目内訳明細書(CSVファイル)」 

 

o.画面の指示に従って読み込みます。 

 

 

p.追加送信する財務諸表等を表示し、作成

完了します。 

 

追加送信するすべての財務諸表等を作

成完了後、［申告・申請等一覧(R)］ボタ

ンをクリックし、追加送信データの作成

を終了します。 
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③電子署名 

  法人納税者が追加送信する場合、代表者又は受任者が電子署名します。 

 

 

 

 

a.e-Taxソフト「署名可能一覧へ」－「電子

署名」を選択します。 

 

 

b.画面右に電子署名可能な申告・申請等が

一覧表示されます。 

作成した追加送信データを選択後、［署

名(G)］ボタンをクリックします。 

 

 

※電子申告データ追加送信表の受付番号欄

に入力していないため、左記のメッセー

ジが表示されます。 

  

 国税e-Taxソフト仕様では、当初送信デー

タの受付番号は省略可能です。 

 ［OK］ボタンをクリックします。 

（拡大） 
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※続いて、左記のメッセージが表示されま

す。［OK］ボタンをクリックします。 

 

c.「電子署名（１／３：メディア選択）」

画面が表示されます。 

 

電子証明書が格納されているメディアを

選択し、［次へ］ボタンをクリックしま

す。以降は画面の指示にしたがって電子

署名します。 
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④追加送信対象の法人税の「受信通知」の選択 

    e-Taxソフトで追加送信する場合、法人税の「受信通知」内にある［追加送信］ボタンから追

加送信します。また、法人税の「受信通知」は国税受付システムのメッセージボックスに格納

されています。 

    そのため、以下の手順で、法人納税者のメッセージボックスに格納されている法人税の「受

信通知」を選択します。 

 

 

 

 

 

a.「メッセージボックス」－「メッセージ

ボックス」を選択します。 

 

 

 

※左記のメッセージが表示された場合、

［OK］ボタンをクリックします。 

（拡大） 
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b.国税受付システムへのログイン画面が表

示されます。 

 

「利用者識別番号と暗証番号によるログ

イン」を選択後、法人納税者の利用者識

別番号と暗証番号を入力し、［OK］ボタ

ンをクリックします。 

 

c.法人納税者のメッセージボックスに格納

さている受信通知等の一覧が表示されま

す。 

 

事前に用意（印刷）した法人税の「受信

通知」に記載れている「受付番号」をも

とに、法人税の「受信通知」を選択（ダ

ブルリック）します。 
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⑤追加送信と「即時通知」及び「受信通知」の確認 

 

 

 

a.受信通知が表示されます。 

 

※事前に用意（印刷）した法人税の「受

信通知」に記載れている「受付番号」

と同じ「受付番号」が表示されている

ことを確認します。 

 

 

確認後、［追加送信(Y)］ボタンをクリ

ックします。 

 

b.追加送信可能なデータの一覧が表示され

ます。先に作成した財務諸表等の追加送

信データを選択し、［OK］ボタンをクリ

ックします。 

 

画面の案内に従って追加送信データを送

信します。 

 

c.追加送信の「即時通知」が表示されま

す。エラーのないことを確認後、「即時

通知」を印刷します。 

 

※「即時通知」は、後から印刷すること

はできませんので、ここで印刷しま

す。 

 

d.印刷後、［受信通知表示］ボタンをクリ

ックします。 

 

（拡大） 
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e.追加送信の「受信通知」が表示されま

す。 

「送信されたデータを受け付けました」

と表示されていることを確認します。 

 

 

   以上で、追加送信は完了です。 

なお、上記手順で追加送信後、ｅ－ＴＡＸグループ通算で法人税申告書を電子申告した場合は、

必要に応じて、再度、追加送信してください。 

 

  

（拡大） 
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(3) ＰＤＦの追加送信 

①追加送信データを作成 

 

 

 

a.「作成」－「申告・申請等」を選択しま

す。 

 

 

b.画面右に一覧が表示されます。 

画面下の［新規作成］ボタンをクリック

します。 

  

（拡大） 



- 32 - 

 

c.「申告・申請等の作成」画面が表示され

ます。下記を参考に選択します。 

行 項目 選択内容 

１ 手続の種類 申告(S) 

２ 税目 法人税・地方法人税（通

算） 

３ 年分 該当年分(例：令和５年

４月１日以後終了事業年

度分)を選択してくださ

い。 

   

 選択後、［次へ(N)］ボタンをクリックし

ます。 

 

 

 

  

d.作成する帳票の選択画面が表示されま

す。 

 

「イメージ添付書類（法人税申告(通

算)）」の手続を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

ＰＤＦ（イメージ添付書類）を追加送信

する際の必須帳表である「添付書類送付

書」を選択 (作成する書類名の先頭の□

をチェック)します。 

 

f.選択後、［次へ(N)］ボタンをクリックし

ます。 

（拡大） 
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g.左記の画面が表示されます。 

申告・申請等名欄に、適宜名称を入力

し、［OK］ボタンをクリックします。 

 

 

h.左記の画面が表示されます。 

  イメージデータ(ＰＤＦ)で提出できる書

類は定められています。確認する場合

は、メッセージ内の「こちら」をクリッ

クして確認します。 

  ［OK］ボタンをクリックします。 

 

 

i.左記の画面が表示されます。 

追加送信するＰＤＦデータを作成するに

あたり、必要な項目を入力します。 

 

※上記Ⅰ１(2)で、ｅ－ＴＡＸグループ通

算から切り出した法人名等のデータ

を、e-Taxソフトの［基本情報インポー

ト］ボタンで読み込めます。 

 

 

j.申告・申請等一覧に選択したイメージデ

ータ(ＰＤＦ)の手続きが表示されます。 

 該当の手続きを、ダブルクリックします。 
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k.送信する帳票が一覧表示されます。 

 

必須帳表である「添付書類送付書」をダ

ブルクリックします。 

  

（↓画面を下にスクロールした画面） 

  

l.電子申告データ追加送信表の入力画面が

表示されます。必要事項を選択・入力し

ます。 

 

基本情報の入力画面で入力された内容が

連携して表示されます。以下の内容を入

力します。 

・「手続名」欄 

 （例：通算法人の確定申告） 

 

 ・添付書類（ＰＤＦ） 

  ［添付書類（ＰＤＦ等）の組み込み］

ボタンをクリックして、画面の指示に

従い、追加送信するＰＤＦファイルを

組み込みます。 

 

 ※作成方法の詳細は、e-Taxソフトのメニ

ューバー［ヘルプ(H)］－［帳表説明

(C)］等を確認ください。 

  

 

 

m.入力後、［作成完了(Z)］ボタンをクリッ

クします。 
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n.追加送信する帳票一覧に戻ります。 

 ［申告・申請等一覧(R)］ボタンをクリッ

クし、追加送信データの作成を終了しま

す。 
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②電子署名 

  法人納税者が追加送信する場合、代表者又は受任者が電子署名します。 

 

 

 

 

a.e-Taxソフト「署名可能一覧へ」－「電子

署名」を選択します。 

 

 

b.画面右に電子署名可能な申告・申請等が

一覧表示されます。 

作成した追加送信データを選択後、［署

名(G)］ボタンをクリックします。 

 

c.「電子署名（１／３：メディア選択）」

画面が表示されます。 

 

電子証明書が格納されているメディアを

選択し、［次へ］ボタンをクリックしま

す。以降は画面の指示にしたがって電子

署名します。 

 

 

  

（拡大） 
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③追加送信対象の法人税の「受信通知」の選択 

   e-Taxソフトで追加送信する場合、法人税の「受信通知」内にある［イメージ送信］ボタンか

ら追加送信します。また、法人税の「受信通知」は国税受付システムのメッセージボックスに

格納されています。 

    そのため、以下の手順で、法人納税者のメッセージボックスに格納されている法人税の「受

信通知」を選択します。 

 

 

 

 

 

a.「メッセージボックス」－「メッセージ

ボックス」を選択します。 

 

 

 

※左記のメッセージが表示された場合、

［OK］ボタンをクリックします。 

（拡大） 
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b.国税受付システムへのログイン画面が表

示されます。 

 

「利用者識別番号と暗証番号によるログ

イン」を選択後、法人納税者の利用者識

別番号と暗証番号を入力し、［OK］ボタ

ンをクリックします。 

 

c.法人納税者のメッセージボックスに格納

さている受信通知等の一覧が表示されま

す。 

 

事前に用意（印刷）した法人税の「受信

通知」に記載れている「受付番号」をも

とに、法人税の「受信通知」を選択（ダ

ブルリック）します。 
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④追加送信と「即時通知」及び「受信通知」の確認 

 

 

 

a.受信通知が表示されます。 

 

※事前に用意（印刷）した法人税の「受

信通知」に記載れている「受付番号」

と同じ「受付番号」が表示されている

ことを確認します。 

 

 

確認後、［イメージ送信(Z)］ボタンを

クリックします。 

 

b.追加送信可能なデータの一覧が表示され

ます。先に作成したＰＤＦの追加送信デ

ータを選択し、［OK］ボタンをクリック

します。 

 

画面の案内に従って追加送信データを送

信します。 

 

c.追加送信の「即時通知」が表示されま

す。エラーのないことを確認後、「即時

通知」を印刷します。 

 

※「即時通知」は、後から印刷すること

はできませんので、ここで印刷しま

す。 

 

d.印刷後、［受信通知表示］ボタンをクリ

ックします。 

 

（拡大） 
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e.追加送信の「受信通知」が表示されま

す。 

「送信されたデータを受け付けました」

と表示されていることを確認します。 

 

 

   以上で、追加送信は完了です。 

なお、上記手順で追加送信後、ｅ－ＴＡＸグループ通算で法人税申告書を電子申告した場合は、

必要に応じて、再度、追加送信してください。 

  

（拡大） 
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２．各通算法人の関与税理士(税理士法人)が追加送信する場合 

(1) 別表等(財務諸表及び勘定科目内訳明細書を除く)の追加送信 

①追加送信データを作成 

 

 

 

a.「作成」－「申告・申請等」を選択し

ます。 

 

 

b.画面右に一覧が表示されます。 

画面下の［新規作成］ボタンをクリッ

クします。 

（拡大） 
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c.「申告・申請等の作成」画面が表示さ

れます。下記を参考に選択します。 

行 項目 選択内容 

１ 手続の種類 申告(S) 

２ 税目 法人税・地方法人税（通

算） 

３ 年分 該当年分(例：令和５年

４月１日以後終了事業年

度分)を選択してくださ

い。 

  

 選択後、［次へ(N)］ボタンをクリック

します。 

 

  

 

  

d.作成する帳票の選択画面が表示されま

す。 

 

「電子申告データの追加送信（法人税

(通算)）」の手続を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

追加送信の必須帳表である「電子申告

データ追加送信表」と、追加送信する

別表等を選択 (作成する帳票名の先頭

の□をチェック)します。 

 

 

f.選択後、［次へ(N)］ボタンをクリック

します。 

 

（拡大） 
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g.左記の画面が表示されます。 

申告・申請等名欄に、適宜名称を入力

し、［OK］ボタンをクリックします。 

 

 

↓(画面を下にスクロールし「税理士等」を 

  表示・確認) 

h.左記の画面が表示されます。 

追加送信する別表等のデータを作成す

るにあたり、必要な項目を入力しま

す。 

 

※上記Ⅰ１(2)で、ｅ－ＴＡＸグループ

通算から切り出した法人名等のデー

タを、e-Taxソフトの［基本情報イン

ポート］ボタンで読み込めます。 

 

 

(重要) 

税理士等が代理送信する場合は、必ず、送

信する税理士等の利用者識別番号を入力し

てください！ 

 

※税理士法人が代理送信する場合は、「申

告書作成に係る税理士」の利用者識別番

号を入力します（上記１(3)②で確認した

税理士の利用者識別番号）。 

開業税理士又は所属税理が代理送信する

場合は、開業税理士又は所属税理の利用

者識別番号を入力します。 

 

入力終了後、［OK］ボタンをクリック

します。 
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i.送信する帳票が一覧表示されます。 

 

必須帳表である「電子申告データ追加送

信表」をダブルクリックし、「電子申告

データ追加送信表」を作成します。 

 

（↓画面を下にスクロールした画面） 

 

j.電子申告データ追加送信表の入力画面が

表示されます。必要事項を選択・入力し

ます。 

 

基本情報の入力画面で入力された内容が

連携して表示されます。以下の内容を入

力します。 

・「提出法人」欄 

・「追加送信別表等名」欄 

 

 ※提出法人の選択肢に「通算法人」がな

い場合は、通算法人であっても単体法

人を選択します。（バージョンによっ

ては単体法人か連結法人の選択肢しか

ありません。） 

 

※当初送信データの受付年月日、受付番

号の入力は省略できます。 

 

 

 

k.入力後、［作成完了(Z)］ボタンをクリッ

クします。 
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l.追加送信する帳票一覧に戻ります。 

 

m.続いて、追加送信する書類を作成しま

す。追加送信する書類を作成後は、「電

子申告データ追加送信表」と同様に［作

成完了(Z)］をクリックします。 

 

 追加送信する書類が複数ある場合は、追

加送信するすべての書類を作成します。 

 

n.追加送信するすべての書類を作成後、

［申告・申請等一覧(R)］ボタンをクリッ

クし、追加送信データの作成を終了しま

す。 

 

 

  



- 46 - 

②電子署名 

税理士法人が代理送信する場合は、申告書作成に係る税理士が電子署名します。 

開業税理士又は所属税理士が代理送信する場合は、開業税理士又は所属税理士が電子署名し

ます。 

 

      ※税理士等が代理送信する場合は、法人納税者（代表者）の電子署名を省略できます。 

下記の説明では、法人納税者（代表者）の電子署名を省略する前提で説明します。 

 

 

 

 

a.e-Taxソフト「署名可能一覧へ」－「電子

署名」を選択します。 

 

 

b.画面右に電子署名可能な申告・申請等が

一覧表示されます。 

作成した追加送信データを選択後、［署

名(G)］ボタンをクリックします。 

（拡大） 
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※電子申告データ追加送信表の受付番号欄

に入力していないため、左記のメッセー

ジが表示されます。 

  

 国税e-Taxソフト仕様では、当初送信デー

タの受付番号は省略可能です。 

 ［OK］ボタンをクリックします。 

 

※続いて、左記のメッセージが表示されま

す。［OK］ボタンをクリックします。 

 

c.「電子署名（１／３：メディア選択）」

画面が表示されます。 

 

i) 税理士法人が代理送信する場合 

申告書作成に係る税理士の電子証明書が

格納されているメディアを選択 

ii)開業税理士又は所属税理士が代理送信

する場合 

   開業税理士又は所属税理士の電子証明書

が格納されているメディアを選択 

 

 メディアを選択後、［次へ］ボタンをクリ

ックします。以降は画面の指示に従って電

子署名します。 
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③追加送信対象の法人税の「受信通知」の選択 

    e-Taxソフトで追加送信する場合、電子申告した法人税の「受信通知」内にある［追加送信］

ボタンから追加送信します。また、法人税の「受信通知」は国税受付システムのメッセージボ

ックスに格納されています。 

そのため、法人税を電子申告（当初送信）した税理士法人、開業税理士又は所属税理士のメ

ッセージボックスに格納されている「受信通知」を選択します。 

 

 

 

 

 

a.「メッセージボックス」－「メッセージ

ボックス」を選択します。 

 

 

 

※左記のメッセージが表示された場合、

［OK］ボタンをクリックします。 

 

 

（拡大） 
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b. 国税受付システムへのログイン画面が

表示されます。 

 

  i)税理士法人が代理送信する場合 

 

「利用者識別番号と暗証番号によるロ

グイン」を選択後、税理士法人の利用

者識別番号と暗証番号を入力し、 

［OK］ボタンをクリックします。  

 

ii)開業税理士又は所属税理士が代理送

信する場合 

 

「利用者識別番号と暗証番号による

ログイン」を選択後、開業税理士又

は所属税理士の利用者識別番号と暗

証番号を入力し、［OK］ボタンをク

リックします。  

 

 

c.税理士等のメッセージボックスに格納さ

ている受信通知等の一覧が表示されま

す。 

 

  法人納税者の名称や、事前に用意（印

刷）した法人税の「受信通知」に記載れ

ている「受付番号」をもとに、法人税の

「受付番号」を選択（ダブルリック）し

ます。 
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④追加送信と「即時通知」及び「受信通知」の確認 

 

 

 

a.受信通知が表示されます。 

 

※事前に用意（印刷）した法人税の「受

信通知」に記載れている「受付番号」

と同じ「受付番号」が表示されている

ことを確認します。 

 

 

確認後、［追加送信(Y)］ボタンをクリ

ックします。 

 

b.追加送信可能なデータの一覧が表示され

ます。先に作成した別表等の追加送信デ

ータを選択し、［OK］ボタンをクリック

します。 

 

画面の案内に従って追加送信データを送

信します。 

 

c.追加送信の「即時通知」が表示されま

す。エラーのないことを確認後、「即時

通知」を印刷します。 

 

※「即時通知」は、後から印刷すること

はできませんので、ここで印刷しま

す。 

 

d.印刷後、［受信通知表示］ボタンをクリ

ックします。 

 

（拡大） 
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e.追加送信の「受信通知」が表示されま

す。 

「送信されたデータを受け付けました」

と表示されていることを確認します。 

 

 

   以上で、追加送信は完了です。 

なお、上記手順で追加送信後、ｅ－ＴＡＸグループ通算で法人税申告書を電子申告した場合は、

必要に応じて、再度、追加送信してください。 

 

  

（拡大） 
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(2) 財務諸表や勘定科目内訳明細書の追加送信 

①追加送信する財務諸表や勘定科目内訳明細書の作成 

    追加送信する財務諸表や勘定科目内訳明細書を作成します。 

財務諸表や勘定科目内訳明細書は、e-Taxソフトに帳表イメージで入力して作成することも

できますが、この手順書では、国税庁指定のＣＳＶファイルで作成した財務諸表や勘定科目内

訳明細書を、e-Taxソフトに読み込んで作成する手順をご説明します。 

 

   a.財務諸表を国税庁指定のＣＳＶファイルで作成 

        e-Taxホームページ「財務諸表のＣＳＶ形式データの作成方法」を確認して作成します。 

(https://www.e-tax.nta.go.jp/hojin/gimuka/csv_jyoho4.htm) 

 

    ※販売費及び一般管理費の明細を提出する場合は、e-Taxホームページ「販売費及び一般管理

費の明細をＣＳＶ形式により提出する場合、どのように提出すればよいでしょうか。」を

確認して作成します。 

     (https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/qa_datazyuunanka/13.htm) 

 

   b.勘定科目内訳明細書を国税庁指定のＣＳＶファイルで作成 

        e-Taxホームページ「勘定科目内訳明細書及び法人税申告書別表等(明細記載を要する部分)

のCSV形式データの作成方法」を確認して作成します。 

(https://www.e-tax.nta.go.jp/hojin/gimuka/csv_jyoho2.htm) 

 

  

https://www.e-tax.nta.go.jp/hojin/gimuka/csv_jyoho4.htm
https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/qa_datazyuunanka/13.htm
https://www.e-tax.nta.go.jp/hojin/gimuka/csv_jyoho2.htm
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2)追加送信データを作成 

 

 

 

a.「作成」－「申告・申請等」を選択しま

す。 

 

 

b.画面右に一覧が表示されます。 

画面下の［新規作成］ボタンをクリック

します。 

  

（拡大） 
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c.「申告・申請等の作成」画面が表示さ

れます。下記を参考に選択します。 

行 項目 選択内容 

１ 手続の種類 申告(S) 

２ 税目 法人税・地方法人税（通

算 

３ 年分 該当年分(例：令和５年

４月１日以後終了事業年

度分)を選択してくださ

い。 

   

 選択後、［次へ(N)］ボタンをクリック

します。 

 

  

 

  

d.作成する書類の選択画面が表示されま

す。 

 

「電子申告データの追加送信（法人税

(通算)）」の手続を選択します。 

 

 

f.選択後、［次へ(N)］ボタンをクリック

します。 

（拡大） 
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g.左記の画面が表示されます。 

申告・申請等名欄に、適宜名称を入力

し、［OK］ボタンをクリックします。 

 

 

↓(画面を下にスクロールし「税理士等」を 

  表示・確認) 

h.左記の画面が表示されます。 

申告書類を作成するにあたり、必要な

項目を入力します。 

 

※上記Ⅰ１(2)で、ｅ－ＴＡＸグループ

通算から切り出した法人名等のデー

タを、e-Taxソフトの［基本情報イン

ポート］ボタンで読み込めます。 

 

 

(重要) 

税理士等が代理送信する場合は、必ず、送

信する税理士等の利用者識別番号を入力し

てください！ 

 

※税理士法人が代理送信する場合は、「申

告書作成に係る税理士」の利用者識別番

号を入力します（上記１(3)②で確認した

税理士の利用者識別番号）。 

開業税理士又は所属税理が代理送信する

場合は、開業税理士又は所属税理の利用

者識別番号を入力します。 

 

入力終了後、［OK］ボタンをクリック

します。 
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i.送信する帳票が一覧表示されます。 

 

必須帳表である「電子申告データ追加送

信表」をダブルクリックし、「電子申告

データ追加送信表」を作成します。 

 

（↓画面を下にスクロールした画面） 

 

j.電子申告データ追加送信表の入力画面が

表示されます。必要事項を選択・入力し

ます。 

 

基本情報の入力画面で入力された内容が

連携して表示されます。以下の内容を入

力します。 

・「提出法人」欄 

・「追加送信別表等名」欄 

 

※提出法人の選択肢に「通算法人」がな

い場合は、通算法人であっても単体法

人を選択します。（バージョンによっ

ては単体法人か連結法人の選択肢しか

ありません。） 

 

※当初送信データの受付年月日、受付番

号の入力は省略できます。 

 

 

 

k.入力後、［作成完了(Z)］ボタンをクリッ

クします。 
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l.追加送信する帳票一覧に戻ります。 

 

m.続いて、国税庁指定のＣＳＶファイルで

作成した財務諸表や勘定科目内訳明細書

を読み込みます。 

 

  ［財務諸表等の組み込み(X)］ボタンをク

リックします。 

 

 

 

 

n.左記の画面が表示されます。 

 下記を選択し、［OK］ボタンをクリックし

ます。 

 

i) 財務諸表を読み込む場合 

 「財務諸表(CSVファイル)(HOT010(Ver3.0))」 

（他の財務諸表のファイル（例：XBRL2.0や

HOT010(Ver2.0)）を作成されている場合は、

そのファイルを読み込みます。） 

 

ii)勘定科目内訳明細書をを読み込む場合 

「勘定科目内訳明細書(CSVファイル)」 

 

o.画面の指示に従って読み込みます。 

 

 

p.追加送信する書類を作成後、［申告・申

請等一覧(R)］ボタンをクリックし、追加

送信データの作成を終了します。 
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③電子署名 

税理士法人が代理送信する場合は、申告書作成に係る税理士が電子署名します。 

開業税理士又は所属税理士が代理送信する場合は、開業税理士又は所属税理士が電子署名し

ます。 

 

      ※税理士等が代理送信する場合は、法人納税者（代表者）の電子署名を省略できます。 

下記の説明では、法人納税者（代表者）の電子署名を省略する前提で説明します。 

 

 

 

 

a.e-Taxソフト「署名可能一覧へ」－「電子

署名」を選択します。 

 

 

b.画面右に電子署名可能な申告・申請等が

一覧表示されます。 

作成した追加送信データを選択後、［署

名(G)］ボタンをクリックします。 

（拡大） 
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※電子申告データ追加送信表の受付番号欄

に入力していないため、左記のメッセー

ジが表示されます。 

  

 国税e-Taxソフト仕様では、当初送信デー

タの受付番号は省略可能です。 

 ［OK］ボタンをクリックします。 

 

※続いて、左記のメッセージが表示されま

す。［OK］ボタンをクリックします。 

 

c.「電子署名（１／３：メディア選択）」

画面が表示されます。 

 

i) 税理士法人が代理送信する場合 

申告書作成に係る税理士の電子証明書が

格納されているメディアを選択 

ii)開業税理士又は所属税理士が代理送信

する場合 

   開業税理士又は所属税理士の電子証明書

が格納されているメディアを選択 

 

 メディアを選択後、［次へ］ボタンをクリ

ックします。以降は画面の指示に従って電

子署名します。 
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④追加送信対象の法人税の「受信通知」の選択 

    e-Taxソフトで追加送信する場合、電子申告した法人税の「受信通知」内にある［追加送信］

ボタンから追加送信します。また、法人税の「受信通知」は国税受付システムのメッセージボ

ックスに格納されています。 

そのため、法人税を電子申告（当初送信）した税理士法人、開業税理士又は所属税理士のメ

ッセージボックスに格納されている「受信通知」を選択します。 

 

 

 

 

 

a.「メッセージボックス」－「メッセージ

ボックス」を選択します。 

 

 

 

※左記のメッセージが表示された場合、

［OK］ボタンをクリックします。 

 

 

（拡大） 
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b. 国税受付システムへのログイン画面が

表示されます。 

 

 

  i)税理士法人が代理送信する場合 

 

「利用者識別番号と暗証番号によるロ

グイン」を選択後、税理士法人の利用

者識別番号と暗証番号を入力し、 

［OK］ボタンをクリックします。  

 

ii)開業税理士又は所属税理士が代理送

信する場合 

 

「利用者識別番号と暗証番号による

ログイン」を選択後、開業税理士又

は所属税理士の利用者識別番号と暗

証番号を入力し、［OK］ボタンをク

リックします。   

 

 

c.税理士等のメッセージボックスに格納さ

ている受信通知等の一覧が表示されま

す。 

 

 法人納税者の名称や、事前に用意（印

刷）した法人税の「受信通知」に記載れ

ている「受付番号」をもとに、法人税の

「受付番号」を選択（ダブルリック）し

ます。 
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⑤追加送信と「即時通知」及び「受信通知」の確認 

 

 

 

a.受信通知が表示されます。 

 

※事前に用意（印刷）した法人税の「受

信通知」に記載れている「受付番号」

と同じ「受付番号」が表示されている

ことを確認します。 

 

 

確認後、［追加送信(Y)］ボタンをクリ

ックします。 

 

b.追加送信可能なデータの一覧が表示され

ます。先に作成した財務諸表の追加送信

データを選択し、［OK］ボタンをクリッ

クします。 

 

画面の案内に従って追加送信データを送

信します。 

 

c.追加送信の「即時通知」が表示されま

す。エラーのないことを確認後、「即時

通知」を印刷します。 

 

※「即時通知」は、後から印刷すること

はできませんので、ここで印刷しま

す。 

 

d.印刷後、［受信通知表示］ボタンをクリ

ックします。 

 

（拡大） 
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e.追加送信の「受信通知」が表示されま

す。 

「送信されたデータを受け付けました」

と表示されていることを確認します。 

 

 

   以上で、追加送信は完了です。 

なお、上記手順で追加送信後、ｅ－ＴＡＸグループ通算で法人税申告書を電子申告した場合は、

必要に応じて、再度、追加送信してください。 

 

  

（拡大） 
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(3) ＰＤＦの追加送信 

①追加送信データを作成 

 

 

 

a.「作成」－「申告・申請等」を選択しま

す。 

 

 

b.画面右に一覧が表示されます。 

画面下の［新規作成］ボタンをクリック

します。 

  

（拡大） 
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c.「申告・申請等の作成」画面が表示さ1れ

ます。下記を参考に選択します。 

行 項目 選択内容 

１ 手続の種類 申告(S) 

２ 税目 法人税・地方法人税（通

算） 

３ 年分 該当年分(例：令和５年

４月１日以後終了事業年

度分)を選択してくださ

い。 

   

 選択後、［次へ(N)］ボタンをクリックし

ます。 

 

 

 

  

d.作成する書類の選択画面が表示されま

す。 

 

「イメージ添付書類（法人税申告(通

算)）」の手続を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

ＰＤＦ（イメージ添付書類）を追加送信

必須帳表である「添付書類送付書」を選

択 (作成する書類名の先頭の□をチェッ

ク)します。 

 

f.選択後、［次へ(N)］ボタンをクリックし

ます。 

（拡大） 
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g.左記の画面が表示されます。 

申告・申請等名欄に、適宜名称を入力

し、［OK］ボタンをクリックします。 

 

 

h.左記の画面が表示されます。 

  イメージデータ(ＰＤＦ)で提出できる書

類は定められています。確認する場合

は、メッセージ内の「こちら」をクリッ

クして確認します。 

 

  ［OK］ボタンをクリックします。 

 

 

 

i.左記の画面が表示されます。 

申告書類を作成するにあたり、必要な項

目を入力します。 

 

※上記Ⅰ１(2)で、ｅ－ＴＡＸグループ通

算から切り出した法人名等のデータ

を、e-Taxソフトの［基本情報インポー

ト］ボタンで読み込めます。 
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↓(画面を下にスクロールし「税理士等」を 

  表示・確認) 

 

(重要) 

税理士等が代理送信する場合は、必ず、送信

する税理士等の利用者識別番号を入力してく

ださい！ 

 

※税理士法人が代理送信する場合は、「申告

書作成に係る税理士」の利用者識別番号を

入力します（上記１(3)②で確認した税理

士の利用者識別番号）。 

開業税理士又は所属税理が代理送信する場

合は、開業税理士又は所属税理の利用者識

別番号を入力します。 

 

入力終了後、［OK］ボタンをクリックし

ます。 

 

 

j.申告・申請等一覧に選択したイメージデ

ータ(ＰＤＦ)の手続きが表示されます。 

 該当の手続きを、ダブルクリックします。 

 

k.送信する帳票が一覧表示されます。 

 

必須帳表である「添付書類送付書」をダ

ブルクリックします。 
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（↓画面を下にスクロールした画面） 

  

l.電子申告データ追加送信表の入力画面が

表示されます。必要事項を選択・入力し

ます。 

 

基本情報の入力画面で入力された内容が

連携して表示されます。以下の内容を入

力します。 

・「手続名」欄 

 （例：通算法人の確定申告） 

 

 ・添付書類（ＰＤＦ） 

  ［添付書類（ＰＤＦ等）の組み込み］

ボタンをクリックして、画面の指示に

従い、追加送信するＰＤＦファイルを

組み込みます。 

 

 ※作成方法の詳細は、e-Taxソフトのメニ

ューバー［ヘルプ(H)］－［帳表説明

(C)］等を確認ください。 

  

 

 

m.入力後、［作成完了(Z)］ボタンをクリッ

クします。 

 

 

n.追加送信する帳票一覧に戻ります。 

 ［申告・申請等一覧(R)］ボタンをクリッ

クし、追加送信データの作成を終了しま

す。 
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②電子署名 

税理士法人が代理送信する場合は、申告書作成に係る税理士が電子署名します。 

開業税理士又は所属税理士が代理送信する場合は、開業税理士又は所属税理士が電子署名し

ます。 

 

      ※税理士等が代理送信する場合は、法人納税者（代表者）の電子署名を省略できます。 

下記の説明では、法人納税者（代表者）の電子署名を省略する前提で説明します。 

 

 

 

 

a.e-Taxソフト「署名可能一覧へ」－「電子

署名」を選択します。 

 

 

b.画面右に電子署名可能な申告・申請等が

一覧表示されます。 

作成した追加送信データを選択後、［署

名(G)］ボタンをクリックします。 

（拡大） 
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※電子申告データ追加送信表の受付番号欄

に入力していないため、左記のメッセー

ジが表示されます。 

  

 国税e-Taxソフト仕様では、当初送信デー

タの受付番号は省略可能です。 

 ［OK］ボタンをクリックします。 

 

※続いて、左記のメッセージが表示されま

す。［OK］ボタンをクリックします。 

 

c.「電子署名（１／３：メディア選択）」

画面が表示されます。 

 

i) 税理士法人が代理送信する場合 

申告書作成に係る税理士の電子証明書が

格納されているメディアを選択 

ii)開業税理士又は所属税理士が代理送信

する場合 

   開業税理士又は所属税理士の電子証明書

が格納されているメディアを選択 

 

 メディアを選択後、［次へ］ボタンをクリ

ックします。以降は画面の指示に従って電

子署名します。 
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③追加送信対象の法人税の「受信通知」の選択 

    e-Taxソフトで追加送信する場合、電子申告した法人税の「受信通知」内にある［追加送信］

ボタンから追加送信します。また、法人税の「受信通知」は国税受付システムのメッセージボ

ックスに格納されています。 

そのため、法人税を電子申告（当初送信）した税理士法人、開業税理士又は所属税理士のメ

ッセージボックスに格納されている「受信通知」を選択します。 

 

 

 

 

 

a.「メッセージボックス」－「メッセージ

ボックス」を選択します。 

 

 

 

※左記のメッセージが表示された場合、

［OK］ボタンをクリックします。 

（拡大） 
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b. 国税受付システムへのログイン画面が

表示されます。 

 

 

  i)税理士法人が代理送信する場合 

 

「利用者識別番号と暗証番号によるロ

グイン」を選択後、税理士法人の利用

者識別番号と暗証番号を入力し、 

［OK］ボタンをクリックします。  

 

ii)開業税理士又は所属税理士が代理送

信する場合 

 

「利用者識別番号と暗証番号によるロ

グイン」を選択後、開業税理士又は所

属税理士の利用者識別番号と暗証番号

を入力し、［OK］ボタンをクリックし

ます。  

 

 

c.税理士等のメッセージボックスに格納さ

ている受信通知等の一覧が表示されま

す。 

 

 法人納税者の名称や、事前に用意（印

刷）した法人税の「受信通知」に記載れ

ている「受付番号」をもとに、法人税の

「受付番号」を選択（ダブルリック）し

ます。 

 

  



- 73 - 

④追加送信と「即時通知」及び「受信通知」の確認 

 

 

 

a.受信通知が表示されます。 

 

※事前に用意（印刷）した法人税の「受

信通知」に記載れている「受付番号」

と同じ「受付番号」が表示されている

ことを確認します。 

 

 

確認後、［イメージ送信(Z)］ボタンを

クリックします。 

 

b.追加送信可能なデータの一覧が表示され

ます。先に作成したＰＤＦの追加送信デ

ータを選択し、［OK］ボタンをクリック

します。 

 

画面の案内に従って追加送信データを送

信します。 

 

c.追加送信の「即時通知」が表示されま

す。エラーのないことを確認後、「即時

通知」を印刷します。 

 

※「即時通知」は、後から印刷すること

はできませんので、ここで印刷しま

す。 

 

d.印刷後、［受信通知表示］ボタンをクリ

ックします。 

 

（拡大） 



- 74 - 

 

 

 

e.追加送信の「受信通知」が表示されま

す。 

「送信されたデータを受け付けました」

と表示されていることを確認します。 

 

 

   以上で、追加送信は完了です。 

なお、上記手順で追加送信後、ｅ－ＴＡＸグループ通算で法人税申告書を電子申告した場合は、

必要に応じて、再度、追加送信してください。 

 

  

（拡大） 
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３．通算親法人が通算子法人分を追加送信をする場合 

（注）１．追加送信の基となる申告書の電子申告（以下、当初送信）を通算子法人に代わって通算親

法人が行っている場合は、当該申告に係る追加送信を通算親法人が行えます。当初送信を通

算子法人が行っている場合は、通算親法人は追加送信できません。 

   ２．当初送信を通算子法人に代わって通算親法人の関与税理士が行っている場合は、当該申告

に係る追加送信を通算親法人の関与税理士が行えます。 

通算親法人の関与税理士が追加送信する場合は、次のとおり読み替えて以降の手順を進め

てください。。 

(1) 通算親法人が電子署名する手順では、通算親法人の関与税理士が電子署名すると読み替え

てください。 

(2) 通算親法人の利用者識別番号でログインする手順では、通算親法人の関与税理士の利用者

識別番号でログインすると読み替えてください。 

（補足） 

通算親法人の関与税理士が電子申告を行う場合、通算親法人が当該税理士に通算子法人の

申告を行うことを委任した旨の電子委任状の添付が必要です。 

  

(1) データ作成を通算子法人が行い、電子署名・送信を通算親法人が行う場合 

 ①通算子法人による追加送信データの作成 

 

a.通算子法人が利用するe-Taxソフトで、

通算子法人の利用者ファイルを選択し

て起動します。 

 

 利用者ファイルを未作成の場合は、起動

時に表示される案内に従い作成します。 

 （「Ⅰ 事前準備」の２．(3)参照） 
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b.「作成」－「申告・申請等」を選択し

ます。 

 

 

 

c.画面右に一覧が表示されます。 

画面下の［新規作成］ボタンをクリッ

クします。 

（拡大） 
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d.「申告・申請等の作成」画面が表示さ

れます。下記を参考に選択します。 

行 項目 選択内容 

１ 手続の種類 申告(S) 

２ 税目 法人税・地方法人税（通

算） 

３ 年分 該当年分(例：令和５年

４月１日以後終了事業年

度分)を選択してくださ

い。 

 

 選択後、［次へ(N)］ボタンをクリック

します。 

  

 

  

（ＰＤＦ（イメージ添付書類）の場合） 

 

e.作成する帳票の選択画面が表示されま

す。 

 

「電子申告データの追加送信（法人税

(通算)）」の手続を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

追加送信の必須帳表である「電子申告

データ追加送信表」と、追加送信する

別表等を選択 (作成する帳票名の先頭

の□をチェック)します。 

 

※ＰＤＦ（イメージ添付書類）を追加

送信する場合は、必須帳表である

「添付書類送付書」を選択 (作成す

る書類名の先頭の□をチェック)しま

す。 

 

f.選択後、［次へ(N)］ボタンをクリック

します。 

 

（拡大） 
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g.左記の画面が表示されます。 

申告・申請等名欄に、適宜名称を入力

し、［OK］ボタンをクリックします。 

 

 

↓(画面を下にスクロールし「通算親法人による

提供」を表示・確認) 

h.左記の画面が表示されます。 

追加送信する別表等のデータを作成す

るにあたり、必要な項目を入力しま

す。 

 

※上記Ⅰ１(2)で、ｅ－ＴＡＸグループ

通算から切り出した法人名等のデー

タを、 e-Taxソフトの［基本情報イ

ンポート］ボタンで読み込めます。 

 

 

(重要) 

通算親法人が通算子法人分の追加送信デ

ータを送信する場合は、必ず、通算親法

人の利用者識別番号を入力してくださ

い！ 

 

入力終了後、［OK］ボタンをクリックし

ます。 
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i.送信する帳票が一覧表示されます。 

 

必須帳表である「電子申告データ追加

送信表」をダブルクリックし、「電子

申告データ追加送信表」を作成しま

す。 

 

※ＰＤＦの追加送信の場合は、必須帳

表である「添付書類送付書」をダブ

ルクリックし、作成します。 

 

（↓画面を下にスクロールした画面） 

 

j.電子申告データ追加送信表の入力画面

が表示されます。必要事項を選択・入

力します。 

 

基本情報の入力画面で入力された内容

が連携して表示されます。以下の内容

を入力します。 

・「提出法人」欄 

・「追加送信別表等名」欄 

 

 

 ※提出法人の選択肢に「通算法人」が

ない場合は、通算法人であっても単

体法人を選択します。（バージョン

によっては単体法人か連結法人の選

択肢しかありません。） 

 

※当初送信データの受付年月日、受付

番号の入力は省略できます。 

 

k.入力後、［作成完了(Z)］ボタンをクリ

ックします。 

 

※ＰＤＦ（イメージ添付書類）を追加送

信する場合、「添付書類送付書」の作

成の詳細は、P34をご参照ください。 
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l.追加送信する帳票一覧に戻ります。 

 

m.続いて、追加送信する別表等を作成し

ます。追加送信する別表等を作成後

は、「電子申告データ追加送信表」と

同様に［作成完了(Z)］をクリックしま

す。 

 

 追加送信する別表等が複数ある場合

は、追加送信するすべての別表等を作

成します。 

 

※国税庁指定のＣＳＶファイルで作成し

た財務諸表や勘定科目内訳明細書を読

み込み場合は、［財務諸表等の組み込

み(X)］ボタンで読み込みます。 

 

 

n.追加送信するすべての別表等を作成

後、［申告・申請等一覧(R)］ボタンを

クリックし、「申告・申請等一覧」画

面に戻ります。 

 

o.作成したデータを選択し、「切り出

し」ボタンをクリックします。 

 切り出し先の選択画面が表示されます

ので、任意の場所を選択して保存しま

す。 

 保存したデータを、通算親法人に送付

します。 

 以降の手順では、通算親法人が利用す

るe-Taxソフトでデータを読み込み、通

算親法人が電子署名・送信を行いま

す。 
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②通算親法人による追加送信データの読み込み 

 

a.通算親法人が利用するe-Taxソフトで、

通算親法人の利用者ファイルを選択し

て起動します。 

 

 利用者ファイルを未作成の場合は、起動

時に表示される案内に従い作成します。 

 （「Ⅰ 事前準備」の２．(3)参照） 

 

 

 

b.「作成」－「申告・申請等」を選択し

ます。 

 

（拡大） 
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c.画面右に一覧が表示されます。 

画面下の［組み込み］ボタンをクリッ

クします。 

 

d.「参照」ボタンで、通算子法人から送

付された追加送信データのファイルを

選択します。 

 

 「申告・申請等名」の名称を適宜入力

し、［OK］ボタンをクリックします。 

 

e.画面に組み込んだ追加送信データが表

示されたことを確認します。 
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③通算親法人による電子署名 

 通算子法人に代わって通算親法人が追加送信する場合、通算親法人が電子署名します。 

※通算親法人が通算親法人の関与税理士に通算子法人の申告（追加送信）を行うことを委任す

る場合は、通算親法人の関与税理士が電子署名します。 

 

 

 

a.e-Taxソフト「署名可能一覧へ」－「電子

署名」を選択します。 

 

 

b.画面右に電子署名可能な申告・申請等が

一覧表示されます。 

組み込んだ追加送信データを選択後、

［署名(G)］ボタンをクリックします。 

 

 

※電子申告データ追加送信表の受付番号欄

に入力していないため、左記のメッセー

ジが表示されます。 

  

 国税e-Taxソフト仕様では、当初送信デー

タの受付番号は省略可能です。 

 ［OK］ボタンをクリックします。 

（拡大） 
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※続いて、左記のメッセージが表示されま

す。［OK］ボタンをクリックします。 

 

c.「電子署名（１／３：メディア選択）」

画面が表示されます。 

 

電子証明書が格納されているメディアを

選択し、［次へ］ボタンをクリックしま

す。以降は画面の指示にしたがって電子

署名します。 
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④追加送信対象の法人税の「受信通知」の選択 

    e-Taxソフトで追加送信する場合、法人税の「受信通知」内にある［追加送信］ボタンから追

加送信します。また、法人税の「受信通知」は国税受付システムのメッセージボックスに格納

されています。 

    そのため、以下の手順で、通算親法人のメッセージボックスに格納されている法人税の「受

信通知」を選択します。 

 

 

 

 

 

a.「メッセージボックス」－「メッセージ

ボックス」を選択します。 

 

 

 

※左記のメッセージが表示された場合、

［OK］ボタンをクリックします。 

（拡大） 
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b.国税受付システムへのログイン画面が表

示されます。 

 

「利用者識別番号と暗証番号によるログ

イン」を選択後、通算親法人の利用者識

別番号と暗証番号を入力し、［OK］ボタ

ンをクリックします。 

 

※通算親法人が通算親法人の関与税理士

に通算子法人の申告（追加送信）を行

うことを委任する場合は、通算親法人

の関与税理士の利用者識別番号と暗証

番号でログインします。 

 

 

c.通算親法人のメッセージボックスに格納

されている受信通知等の一覧が表示され

ます。 

 

事前に用意（印刷）した法人税の「受信

通知」に記載れている「受付番号」をも

とに、法人税の「受信通知」を選択（ダ

ブルリック）します。 
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⑤追加送信と「即時通知」及び「受信通知」の確認 

 

 

 

a.受信通知が表示されます。 

 

※事前に用意（印刷）した法人税の「受

信通知」に記載れている「受付番号」

と同じ「受付番号」が表示されている

ことを確認します。 

 

 

確認後、［追加送信(Y)］ボタンをクリ

ックします。 

 

※ＰＤＦの追加送信の場合は、［イメー

ジ送信(Z)］ボタンをクリックしま

す。 

 

b.追加送信可能なデータの一覧が表示され

ます。先に作成した別表等の追加送信デ

ータを選択し、［OK］ボタンをクリック

します。 

 

画面の案内に従って追加送信データを送

信します。 

 

c.追加送信の「即時通知」が表示されま

す。エラーのないことを確認後、「即時

通知」を印刷します。 

 

※「即時通知」は、後から印刷すること

はできませんので、ここで印刷しま

す。 

 

d.印刷後、［受信通知表示］ボタンをクリ

ックします。 

 

（拡大） 
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e.追加送信の「受信通知」が表示されま

す。 

「送信されたデータを受け付けました」

と表示されていることを確認します。 

 

 

   以上で、追加送信は完了です。 

なお、上記手順で追加送信後、ｅ－ＴＡＸグループ通算で法人税申告書を電子申告した場合は、

必要に応じて、再度、追加送信してください。 

 

  

（拡大） 
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(2) データ作成・電子署名・送信をすべて通算親法人が行う場合 

 ①追加送信データの作成 

 

a.通算親法人が利用するe-Taxソフトで、

対象の通算子法人の利用者ファイルを

選択して起動します。 

 

 対象の通算子法人の利用者ファイルを未

作成の場合は、起動時に表示される案内

に従い、通算子法人の利用者識別番号、

法人名（利用者名）を入力して作成しま

す。 

 （「Ⅰ 事前準備」の２．(3)参照） 

 

 

 

 

b.「作成」－「申告・申請等」を選択し

ます。 

 

 

（拡大） 
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c.画面右に一覧が表示されます。 

画面下の［新規作成］ボタンをクリッ

クします。 

 

d.「申告・申請等の作成」画面が表示さ

れます。下記を参考に選択します。 

行 項目 選択内容 

１ 手続の

種類 

申告(S) 

２ 税目 法人税・地方法人税（通

算） 

３ 年分 該当年分(例：令和５年４

月１日以後終了事業年度

分)を選択してください。 

   

 

 選択後、［次へ(N)］ボタンをクリック

します。 
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（ＰＤＦ（イメージデータ）添付の場合） 

 

e.作成する帳票の選択画面が表示されま

す。 

 

「電子申告データの追加送信（法人税

(通算)）」の手続を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

追加送信の必須帳表である「電子申告

データ追加送信表」と、追加送信する

別表等を選択 (作成する帳票名の先頭

の□をチェック)します。 

 

※ＰＤＦ（イメージ添付書類）を追加送

信する場合は、必須帳表である「添付

書類送付書」を選択 (作成する書類名

の先頭の□をチェック)します。 

 

f.選択後、［次へ(N)］ボタンをクリック

します。 

 

 

  

g.左記の画面が表示されます。 

申告・申請等名欄に、適宜名称を入力

し、［OK］ボタンをクリックします。 

 

（拡大） 
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↓(画面を下にスクロールし「通算親法人による

提供」を表示・確認) 

h.左記の画面が表示されます。 

追加送信する別表等のデータを作成す

るにあたり、必要な項目を入力しま

す。 

 

※上記Ⅰ１(2)で、ｅ－ＴＡＸグループ

通算から切り出した法人名等のデー

タを、 e-Taxソフトの［基本情報イ

ンポート］ボタンで読み込めます。 

 

 

(重要) 

通算親法人が通算子法人の申告に係る追

加送信データを送信する場合は、必ず、

通算親法人の利用者識別番号を入力して

ください！ 

 

入力終了後、［OK］ボタンをクリックし

ます。 

 

i.送信する帳票が一覧表示されます。 

 

必須帳表である「電子申告データ追加

送信表」をダブルクリックし、「電子

申告データ追加送信表」を作成しま

す。 
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（↓画面を下にスクロールした画面） 

 

j.電子申告データ追加送信表の入力画面

が表示されます。必要事項を選択・入

力します。 

 

基本情報の入力画面で入力された内容

が連携して表示されます。以下の内容

を入力します。 

・「提出法人」欄 

・「追加送信別表等名」欄 

 

 

 ※提出法人の選択視に「通算法人」が

ない場合は、通算法人であっても単

体法人を選択します。（バージョン

によって通算法人の選択肢がありま

せん。） 

 

※当初送信データの受付年月日、受付

番号の入力は省略できます。 

 

k.入力後、［作成完了(Z)］ボタンをクリ

ックします。 

 

※ＰＤＦ（イメージ添付書類）を追加送

信する場合、「添付書類送付書」の作

成の詳細は、P34をご参照ください。 

 

 

l.追加送信する帳票一覧に戻ります。 

 

m.続いて、追加送信する別表等を作成し

ます。追加送信する別表等を作成後

は、「電子申告データ追加送信表」と

同様に［作成完了(Z)］をクリックしま

す。 

 

 追加送信する別表等が複数ある場合

は、追加送信するすべての別表等を作

成します。 
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※国税庁指定のＣＳＶファイルで作成し

た財務諸表や勘定科目内訳明細書を読

み込み場合は、［財務諸表等の組み込

み(X)］ボタンで読み込みます。 

 

 

n.追加送信するすべての別表等を作成

後、［申告・申請等一覧(R)］ボタンを

クリックし、追加送信データの作成を

終了します。 
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②通算親法人による電子署名 

 通算子法人に代わって通算親法人が追加送信する場合、通算親法人が電子署名します。 

 ※通算親法人が通算親法人の関与税理士に通算子法人の申告（追加送信）を行うことを委任す

る場合は、通算親法人の関与税理士が電子署名します。 

 

 

 

 

a.e-Taxソフト「署名可能一覧へ」－「電子

署名」を選択します。 

 

 

b.画面右に電子署名可能な申告・申請等が

一覧表示されます。 

組み込んだ追加送信データを選択後、

［署名(G)］ボタンをクリックします。 

 

 

※電子申告データ追加送信表の受付番号欄

に入力していないため、左記のメッセー

ジが表示されます。 

  

 国税e-Taxソフト仕様では、当初送信デー

タの受付番号は省略可能です。 

 ［OK］ボタンをクリックします。 

（拡大） 
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※続いて、左記のメッセージが表示されま

す。［OK］ボタンをクリックします。 

 

c.「電子署名（１／３：メディア選択）」

画面が表示されます。 

 

電子証明書が格納されているメディアを

選択し、［次へ］ボタンをクリックしま

す。以降は画面の指示にしたがって電子

署名します。 
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③追加送信対象の法人税の「受信通知」の選択 

    e-Taxソフトで追加送信する場合、法人税の「受信通知」内にある［追加送信］ボタンから追

加送信します。また、法人税の「受信通知」は国税受付システムのメッセージボックスに格納

されています。 

    そのため、以下の手順で、通算親法人のメッセージボックスに格納されている法人税の「受

信通知」を選択します。 

 

 

 

 

 

a.「メッセージボックス」－「メッセージ

ボックス」を選択します。 

 

 

 

※左記のメッセージが表示された場合、

［OK］ボタンをクリックします。 

（拡大） 
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b.国税受付システムへのログイン画面が表

示されます。 

 

「利用者識別番号と暗証番号によるログ

イン」を選択後、通算親法人の利用者識

別番号と暗証番号を入力し、［OK］ボタ

ンをクリックします。 

 

※初期表示される利用者識別番号は、 

e-Taxソフト起動時に指定した利用者

ファイルの利用者識別番号になりま

す。通算親法人の利用者識別番号に変

更の上、ログインしてください。 

 

※通算親法人が通算親法人の関与税理士

に通算子法人の申告（追加送信）を行

うことを委任する場合は、通算親法人

の関与税理士の利用者識別番号と暗証

番号でログインします。 

 

 

c.通算親法人のメッセージボックスに格納

さている受信通知等の一覧が表示されま

す。 

 

事前に用意（印刷）した法人税の「受信

通知」に記載れている「受付番号」をも

とに、法人税の「受信通知」を選択（ダ

ブルリック）します。 
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④追加送信と「即時通知」及び「受信通知」の確認 

 

 

 

a.受信通知が表示されます。 

 

※事前に用意（印刷）した法人税の「受

信通知」に記載れている「受付番号」

と同じ「受付番号」が表示されている

ことを確認します。 

 

 

確認後、［追加送信(Y)］ボタンをクリ

ックします。 

 

※ＰＤＦの追加送信の場合は、［イメー

ジ送信(Z)］ボタンをクリックしま

す。 

 

b.追加送信可能なデータの一覧が表示され

ます。先に作成した別表等の追加送信デ

ータを選択し、［OK］ボタンをクリック

します。 

 

画面の案内に従って追加送信データを送

信します。 

 

c.追加送信の「即時通知」が表示されま

す。エラーのないことを確認後、「即時

通知」を印刷します。 

 

※「即時通知」は、後から印刷すること

はできませんので、ここで印刷しま

す。 

 

d.印刷後、［受信通知表示］ボタンをクリ

ックします。 

 

（拡大） 
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e.追加送信の「受信通知」が表示されま

す。 

「送信されたデータを受け付けました」

と表示されていることを確認します。 

 

 

 以上で、追加送信は完了です。 

なお、上記手順で追加送信後、ｅ－ＴＡＸグループ通算で法人税申告書を電子申告した場合は、必

要に応じて、再度、追加送信してください。 

 

以上 

（拡大） 
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